
山 口 市 合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、生 活 排 水 に よ る 公 共 用 水 域 の 水 質 汚 濁 を 防 止 す る た め 、山

口 市（ 以 下「 市 」と い う 。）が 交 付 す る 合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 の 補 助 金

に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、当 該 各 号 に 定 め る

と こ ろ に よ る 。  

(1) 浄 化 槽  浄 化 槽 法 （ 昭 和 ５ ８ 年 法 律 第 ４ ３ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ２

条 第 １ 号 に 規 定 す る 浄 化 槽 を い う 。  

(2) 合 併 処 理 浄 化 槽  法 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る し 尿 及 び 雑 排 水 を 併 せ て 処 理

す る 浄 化 槽 で あ っ て 、 生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 （ 以 下 「 Ｂ Ｏ Ｄ 」 と い う 。 ） 除

去 率 ９ ０ パ ー セ ン ト 以 上 、 放 流 水 １ リ ッ ト ル 当 た り の Ｂ Ｏ Ｄ の 日 間 平 均 値 が

２ ０ ミ リ グ ラ ム 以 下 の 機 能 を 有 す る も の で あ り 、 か つ 、 合 併 処 理 浄 化 槽 設 置

整 備 事 業 に お け る 国 庫 補 助 指 針 （ 平 成 ４ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日 付 け 衛 浄 第 ３ ４ 号 厚

生 省 生 活 衛 生 局 水 道 環 境 部 環 境 整 備 課 浄 化 槽 対 策 室 長 通 知 。 以 下 「 国 庫 補 助

指 針 」 と い う 。 ） に 適 合 す る 機 能 を 有 す る も の を い う 。  

(3) 高 度 処 理 型 の 浄 化 槽  前 号 に 規 定 す る 合 併 処 理 浄 化 槽 の う ち 、 放 流 水 １ リ

ッ ト ル 当 た り の 総 窒 素 濃 度 の 日 間 平 均 値 が ２ ０ ミ リ グ ラ ム 以 下 又 は 総 燐 濃 度

の 日 間 平 均 値 が １ ミ リ グ ラ ム 以 下 の 機 能 を 有 す る も の を い う 。  

(4) 単 独 処 理 浄 化 槽  浄 化 槽 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 １ ２ 年 法 律 第 １ ０

６ 号 ） 附 則 第 ２ 条 の 規 定 に よ り 浄 化 槽 と み な さ れ た も の を い う 。   

(5) く み 取 り 便 槽  し 尿 を 便 槽 に 貯 留 し 、 定 期 的 に こ れ を く み 取 っ て 処 分 す る

方 式 の 便 槽 （ 泡 や 少 量 の 水 を 使 用 す る 簡 易 水 洗 便 所 で 定 期 的 に く み 取 り を す

る 方 式 の 便 槽 を 含 む 。 ） を い う 。  

(6) 変 則 合 併 処 理 浄 化 槽  既 存 単 独 処 理 浄 化 槽 と 変 則 合 併 処 理 装 置 （ 既 存 単 独

処 理 浄 化 槽 と 処 理 水 と 生 活 雑 排 水 と を 併 せ て 処 理 す る 装 置 を い う 。 ） と を 組

み 合 わ せ た も の で あ っ て 、 建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ） 第 ３ １

条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 国 土 交 通 大 臣 の 認 定 を 受 け た も の を い う 。  

(7) 専 用 住 宅  主 に 居 住 の 用 に 供 す る 建 物 又 は 延 べ 床 面 積 の ２ 分 の １ 以 上 を 居

住 の 用 に 供 す る 建 物 を い う 。  

(8) 転 換  既 存 の 専 用 住 宅 に お い て 、 単 独 処 理 浄 化 槽 又 は く み 取 り 便 槽 を 廃 止

し て 新 た に 合 併 処 理 浄 化 槽 又 は 変 則 合 併 処 理 浄 化 槽 （ 以 下 「 合 併 処 理 浄 化 槽

等 」 と い う 。 ） に 付 け 替 え る こ と を い う 。  



(9 ) 改 築  既 存 の 専 用 住 宅 を 取 り 壊 し 、 同 じ 場 所 で 新 た に 建 築 を す る こ と を い

う 。  

(10)宅 内 配 管 工 事  ト イ レ 、 洗 面 台 、 風 呂 、 台 所 等 か ら の 排 水 を 合 併 処 理 浄 化

槽 に 流 入 さ せ る た め に 必 要 な 管 渠 や 桝 の 設 置 及 び 合 併 処 理 浄 化 槽 か ら 側 溝 等

ま で の 放 流 管 の 設 置 に 係 る 工 事 を い う 。  

 （ 補 助 事 業 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 対 象 と な る 事 業（ 以 下「 補 助 事 業 」と い う 。）は 、次 条 に 規 定

す る 補 助 対 象 地 域 に お い て 行 う 、専 用 住 宅 に 合 併 処 理 浄 化 槽 等 を 設 置 す る 工 事 、

単 独 処 理 浄 化 槽 か ら 合 併 処 理 浄 化 槽 等 へ の 転 換 に 伴 う 宅 内 配 管 工 事 及 び 単 独

処 理 浄 化 槽 の 撤 去 の 工 事 と す る 。  

 （ 補 助 対 象 地 域 及 び 施 設 ）  

第 ４ 条  補 助 の 対 象 と な る 地 域（ 以 下「 補 助 対 象 地 域 」と い う 。）は 、市 域 の う

ち 下 水 道 法（ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 ７ ９ 号 ）第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 共 下 水 道

の 事 業 計 画 を 定 め た 区 域 以 外 の 地 域 で あ っ て 、次 に 掲 げ る 区 域 を 除 く 地 域 と す

る 。  

 (1) 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 に よ る 処 理 区 域 及 び 処 理 予 定 区 域  

 (2) 漁 業 集 落 排 水 処 理 施 設 に よ る 処 理 区 域 及 び 処 理 予 定 区 域  

(3) 地 域 し 尿 処 理 施 設 そ の 他 の 生 活 排 水 処 理 施 設 の 処 理 区 域 及 び 処 理 予 定 区 域  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、公 共 下 水 道 事 業 又 は 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業

の 事 業 計 画 区 域 内 で 、毎 年 ４ 月 １ 日 か ら 起 算 し て ３ 年 以 内 に 公 共 下 水 道 の 整 備

が 見 込 め な い 地 域 は 、補 助 対 象 地 域 と す る 。た だ し 、補 助 金 交 付 申 請 日 に お い

て 、市 住 民 基 本 台 帳 に １ 年 以 上 継 続 し て 当 該 住 所 に 記 録 さ れ て い る 者 が 、既 存

の 建 物 （ 改 築 を 含 む 。 ） に 合 併 処 理 浄 化 槽 等 を 設 置 す る 場 合 に 限 る 。  

３  補 助 対 象 と な る 施 設（ 以 下「 補 助 対 象 施 設 」と い う 。）は 、補 助 対 象 地 域 に

お い て 、自 己 の 居 住 の 用 に 供 す る 専 用 住 宅 に 設 置 す る 処 理 対 象 人 員 １ ０ 人 以 下

の 合 併 処 理 浄 化 槽 等 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る も の と す る 。  

(1) 一 般 社 団 法 人 全 国 浄 化 槽 団 体 連 合 会 の 浄 化 槽 機 能 保 証 制 度 の 対 象 で あ り 、

同 制 度 に 基 づ き 保 証 登 録 さ れ た も の で あ る こ と 。  

 (2) 合 併 処 理 浄 化 槽 等 を 設 置 す る 建 物 か ら 排 出 さ れ る 生 活 雑 排 水 を す べ て 処 理

す る も の で あ る こ と 。  

（ 補 助 金 の 交 付 ）  

第 ５ 条  市 は 、 補 助 事 業 を 行 う 者 に 対 し 、 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 金 を 交 付 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に 対 し て は 、補

助 金 を 交 付 し な い 。  

 (1) 法 第 ５ 条 第 １ 項 に 基 づ く 設 置 の 届 出 又 は 建 築 基 準 法 第 ６ 条 第 １ 項 若 し く は



同 法 第 ６ 条 の ２ 第 １ 項 に 基 づ く 確 認（ 以 下「 建 築 確 認 」と い う 。）を 受 け ず

に 、 補 助 対 象 施 設 を 設 置 す る 者  

(2) 補 助 事 業 を 補 助 金 の 交 付 申 請 を 行 う 日 の 属 す る 年 度 の ３ 月 ２ ０ 日 ま で に 完

了 す る こ と が で き な い 者  

(3) 自 己 が 居 住 し な い 専 用 住 宅 に 補 助 対 象 施 設 を 設 置 す る 者  

(4) 専 用 住宅を 借 り て い る 者 で 、 所 有 者 の 承 諾 が 得 ら れ な い 者  

(5) 共 有 名 義 の 専 用 住 宅 で 、 他 の 名 義 人 の 承 諾 が 得 ら れ な い 者  

(6) 賃 貸 又 は 販 売 等 営 利 の 目 的 で 専 用 住 宅 に 補 助 対 象 施 設 を 設 置 す る 者  

(7) 市 税 を 滞 納 し て い る 者  

（ 補 助 金 額 ）  

第 ６ 条  補 助 金 額 は 、補 助 対 象 施 設 の 設 置 に 要 す る 費 用 に 相 当 す る 額 と し 、別 表

１ の 人 槽 区 分 に よ り 定 め る 額 を 限 度 と し て 補 助 す る 。た だ し 、特 に 市 長 が 必 要

と 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、第 ４ 条 第 １ 項 の 地 域 に お い て 、単 独 処 理 浄 化 槽 か

ら 合 併 処 理 浄 化 槽 等 へ の 転 換 に 限 り 、別 表 ２ の 工 事 区 分 の 欄 に 掲 げ る 宅 内 配 管

工 事 及 び 単 独 処 理 浄 化 槽 撤 去 工 事 に 要 す る 費 用 に 対 し 、補 助 限 度 額 の 欄 に 定 め

る 額 を 限 度 と し て 加 算 し た 額 を 補 助 す る 。  

３  補 助 事 業 に 要 す る 費 用 が 前 ２ 項 に 定 め る 補 助 限 度 額 を 超 え な い 場 合 で 当 該

費 用 に １ ，０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 当 該 端 数 を 切 り 捨 て た 額 を 補 助 す

る 。  

（ 補 助 金 交 付 申 請 ）  

第 ７ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、補 助 事 業 に 着 手 す る 前 に 合 併 処 理

浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書（ 別 記 様 式 第 １ 号 ）に 次 の 各 号 に 掲 げ る

書 類 を 添 付 し て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 (1) 事 業 計 画 書  

 (2) 収 支 予 算 書 及 び 見 積 書 の 写 し  

 (3) 浄 化 槽 設 置 届 出 書 の 写 し 又 は 建 築 確 認 済 証 及 び し 尿 浄 化 槽 調 書 の 写 し  

(4) 市が浄化槽設置者に通知する浄化槽設置届出書受理通知書の写し又は浄化槽

変更届出書受理通知書の写し  

(5) 登 録 浄 化 槽 管 理 票 （ Ｃ 票 ） 及 び 登 録 証  

 (6) 敷 地内の建 物 の配 置 図 、 全 て の 階 の 家 屋 平 面 図 及 び 配 管 図  

 (7) 浄 化 槽 設 置 工 事 業 者 と の 工 事 請 負 契 約 書 の 写 し  

 (8) 滞 納 の 無 い こ と の 証 明  た だ し 、 申 請 年 度 の 前 年 の １ 月 １ 日 現 在 の 住 所 が

市 外 の 者 に つ い て は 、申 請 年 度 の 前 年 度 の 滞 納 の 無 い こ と の 証 明 又 は 納 税 証



明 書 を 併 せ て 添 付 す る 。  

(9) 施 工 前及 び 完 了 後 の 現 地 確 認 の 調 査 同 意 書  

(10) 公 共 下 水 道 、農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 、漁 業 集 落 排 水 処 理 施 設 等 供 用 開 始 時

の 浄 化 槽 廃 止 の 誓 約 書  

(11) 第 ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 補 助 対 象 地 域 に つ い て は 、 住 民 票 （ 申 請 者 を 含 む

居 住 全員分）  

(12) 単 独 処 理 浄 化 槽 を 撤 去 す る 場 合 は 、 当 該 単 独 処 理 浄 化 槽 の 配 置 図 、 配 管 図

及 び 現況写真  

(13) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 補 助 金 の 交 付 の 決 定 及 び 通 知 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、前 条 に 定 め る 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、速 や か に そ の 内 容

を 審 査 し 、 補 助 金 の 交 付 の 可 否 を 決 定 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 、補 助 金 を 交 付 す る と 決 定 し た 者 に 対 し て は 、補

助 金 交 付 決 定 通 知 書（ 別 記 様 式 第 ２ 号 ）に よ り 通 知 す る も の と し 、交 付 し な い

と 決 定 し た 者 に 対 し て は 、補 助 金 不 交 付 通 知 書（ 別 記 様 式 第 ３ 号 ）に よ り そ れ

ぞ れ 通 知 す る も の と す る 。      

（ 事 業 の 着 手 ）  

第 ９ 条  前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者（ 以 下「 補 助 対

象 者 」と い う 。）は 、同 項 の 通 知 を 受 け た 後 で な け れ ば 補 助 事 業 に 着 手 し て は

な ら な い 。  

（ 変 更 承 認 申 請 書 等 ）  

第 １ ０ 条  補 助 対 象 者 は 、第 ８ 条 第 ２ 項 の 通 知 を 受 け た 後 、補 助 金 交 付 申 請 の 内

容 を 変 更 し よ う と す る 場 合 は 、 合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 変 更 承 認 申 請 書

（ 別 記 様 式 第 ４ 号 ） を 市 長 に 提 出 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  補 助 対 象 者 は 、補 助 事 業 が 予 定 の 期 間 内 に 完 了 し な い と き 又 は 補 助 事 業 の 遂

行 が 困 難 と な っ た と き は 、速 や か に 市 長 に 報 告 し て そ の 指 示 を 受 け な け れ ば な

ら な い 。  

（ 事 業 の 廃 止 ）  

第 １ １ 条  補 助 対 象 者 は 、第 ８ 条 第 ２ 項 の 通 知 を 受 け た 後 、補 助 事 業 を 廃 止 す る

場 合 に は 、速 や か に 合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 廃 止 届（ 別 記 様 式 第 ５ 号 ）を

市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 １ ２ 条  補 助 対 象 者 は 、補 助 事 業 の 完 了 後 １ か 月 以 内 又 は 当 該 補 助 事 業 年 度 の

３ 月 ２ ０ 日 の い ず れ か 早 い 日 ま で に 、合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 実 績 報 告 書

（ 別 記 様 式 第 ６ 号 ）に 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し て 市 長 に 提 出 し な け れ ば



な ら な い 。  

(1) 浄 化 槽 保 守 点 検 業 者 及 び 浄 化 槽 清 掃 業 者 と の 業 務 委 託 契 約 書 の 写 し （ 補 助

対 象 者 が 自 ら 当 該 浄 化 槽 の 保 守 点 検 又 は 清 掃 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 自 ら 行

う こ と が で き る こ と を 証 明 す る 書 類 を 添 付 ）  

 (2) 法 第 ７ 条 第 １ 項 及 び 第 １ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 検 査 の 依 頼 書 及 び 検 査 手

数 料 の 受 領 書 の 写 し  

 (3) 全 浄 連 保 証 登 録 証 （ 市 町 村 用 ）  

 (4) 合 併 処 理 浄 化 槽 の 設 置 工 事 が 適 正 に 行 わ れ た こ と が 明 ら か と な る 着 工 前 か

ら 完 了 ま で の 工 事 の 各 工 程 及 び 管 渠 の 写 真  

(5) 完 成 配 管 図 （ 平 面 図 ・ 縦 断 図 ）  

 (6) 収 支 決 算 書  

 (7) 浄 化 槽 設 備 士 が 現 地 で 施 工 状 況 を 確 認 し た チ ェ ッ ク リ ス ト  

 (8) 住 民 票 （ 補 助 対 象 者 を 含 む 居 住 全 員 分 ）  

 (9) 維 持 管 理 誓 約 書  

(10) 単 独 処 理 浄 化 槽 を 撤 去 し た 場 合 は 、当 該 単 独 処 理 浄 化 槽 の 処 分 状 況 の 写 真

及 び 清 掃 費 の 請 求 書 又 は 領 収 書 の 写 し  

 (11) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 補 助 金 の 交 付 額 の 確 定 等 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は 、前 条 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 実 績 報 告 書 を 審 査 し 、補 助 事 業

の 成 果 が 、補 助 金 の 交 付 決 定 の 内 容 及 び こ れ に 付 し た 条 件 に 適 合 す る と 認 め る

と き は 、補 助 金 の 交 付 額 を 確 定 し 、合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 補 助 金 交 付 額

確 定 通 知 書（ 別 記 様 式 第 ７ 号 ）に よ り 速 や か に 補 助 対 象 者 に 通 知 す る も の と す

る 。  

２  市長は、前項の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の

内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業について、

これに適合させるための措置を当該補助対象者に対して命令し、結果を報告させ

ることができる。  

（ 補 助 金 の 請 求 ）  

第 １ ４ 条  市 長 が 前 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 額 を 通 知 し た 後 、補 助 対 象 者 は 、

合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 補 助 金 交 付 請 求 書（ 別 記 様 式 第 ８ 号 ）に よ り 市 長

に 補 助 金 を 請 求 す る こ と が で き る 。  

（ 補 助 金 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 １ ５ 条  市 長 は 、補 助 対 象 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、補 助 金

の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  



 (1) 不 正 の 手 段 に よ り 補 助 金 を 受 け た と き  

 (2) 補 助 金 を 他 の 用 途 に 使 用 し た と き  

(3) 前 各 号 の ほ か 補 助 事 業 に 関 し て 、 補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 内 容 及 び こ れ に 付

し た 条 件 に 違 反 し た と き 、 又 は 市 長 の 処 分 に 従 わ な か っ た と き 。  

２  前項の規定は、補助金の交付額の確定後についても適用する。  

（ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ ６ 条  市 長 は 、補 助 金 の 交 付 決 定 を 取 り 消 し た 場 合 に お い て 、当 該 取 り 消 し

に 係 る 部 分 に 関 し 、既 に 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る と き は 、補 助 対 象 者 に 期 限 を

定 め て 補 助 金 の 返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

 （ 施 工 の 確 認 ）  

第 １ ７ 条  市 長 は 、補 助 金 に 係 る 事 務 を 適 正 に 処 理 す る た め 、補 助 事 業 の 状 況 を

現 場 に お い て 確 認 す る 。  

（ 所 有 者 又 は 使 用 者 の 責 務 ）  

第 １ ８ 条  補 助 対 象 施 設 の 所 有 者 又 は 使 用 者 は 、機 能 を 常 に 良 好 な 状 態 で 保 持 す

る た め 、保 守 点 検 及 び 清 掃 を 定 期 的 に 行 い 、法 １ １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 検

査 機 関 の 行 う 水 質 に 関 す る 定 期 検 査 を 受 け 、適 切 な 維 持 管 理 を し な け れ ば な ら

な い 。  

２  補 助 対 象 施 設 の 所 有 者 又 は 使 用 者 は 、浄 化 槽 の 機 能 及 び 管 理 状 況 に つ い て の

市 長 が 行 う 調 査 又 は 報 告 の 求 め に 対 し 協 力 し な け れ ば な ら な い 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ９ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、こ の 補 助 金 の 交 付 に 必 要 な 事 項 に つ い

て は 、 市 長 の 指 示 に よ る も の と す る 。  

附  則  

（施行期日）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ７ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 期 日 ま で に 、合 併 前 の 山 口 市 合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 補

助 金 交 付 要 綱 、小 郡 町 合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 、秋 穂 町 合

併 処 理 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 、阿 知 須 町 合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 整 備

事 業 補 助 金 交 付 要 綱 、徳 地 町 合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 の 規

定 に よ り 補 助 金 を 交 付 す る と 決 定 し た 者 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



附  則  

（施行期日）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ２ 年 １ 月 １ ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  阿 東 町 の 編 入 の 前 日 ま で に 、編 入 前 の 阿 東 町 合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 補  

助 金 交 付 要 綱 の 規 定 に よ り 交 付 の 決 定 が な さ れ た 補 助 金 に つ い て は 、な お 従 前

の 例 に よ る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

１  こ の 要 綱 は 、平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 し 、平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に

申 請 が あ っ た も の に 適 用 す る 。  

２  第 ６ 条 第 ２ 項 の く み 取 り 便 槽 か ら 合 併 処 理 浄 化 槽 又 は 変 則 合 併 処 理 浄 化 槽

へ の 転 換 に 要 す る 費 用 に 対 す る 補 助 の 規 定 は 、平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、そ

の 効 力 を 失 う 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 １ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 ３ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 



別 表 １ （ 第 ６ 条 第 １ 項 関 係 ）   
 

１  第 ４ 条 第 １ 項 の 地 域  

人  槽  区  分  
補助限度額  

転  換  新築及び改築等  

５人槽  ３８４，０００円  ３３２，０００円  

６人槽から７人槽まで  ４６２，０００円  ４１４，０００円  

８人槽から１０人槽まで  ５８５，０００円  ５４８，０００円  

 

２  第 ４ 条 第 ２ 項 の 地 域  

人  槽  区  分  補助限度額  

５人槽  ３３２，０００円  

６人槽から７人槽まで  ４１４，０００円  

８人槽から１０人槽まで  ５４８，０００円  

 

別 表 ２ （ 第 ６ 条 第 ２ 項 関 係 ）  

工  事  区  分  補助限度額  

宅内配管工事  ３００，０００円  

単独処理浄化槽撤去工事  ９０，０００円  

 

備 考  

１  補 助 限 度 額 は 、日 本 産 業 規 格「 建 築 物 の 用 途 別 に よ る 屎 尿 浄 化 槽 の 処 理 対

象 人 員 算 定 基 準（ Ｊ Ｉ Ｓ Ａ ３ ３ ０ ２ － ２ ０ ０ ０ ）」に よ り 算 定 し た 人 数 又 は



山 口 県 建 築 行 政 連 絡 協 議 会「 既 存 住 宅（ 増 築 又 は 改 築 す る 場 合 を 含 む ）に 設

置 す る 屎 尿 浄 化 槽 の 処 理 対 象 人 員 算 定 基 準 の た だ し 書 に 関 す る 適 用 基 準 」を

適 用 し た 人 数 に よ る 人 槽 区 分 を 基 本 と す る 。  

２  既 存 の 合 併 処 理 浄 化 槽 を 廃 止 し て 新 た に 別 の 合 併 処 理 浄 化 槽 に 付 け 替 え

る 場 合 は 、 「 転 換 」 に 該 当 し な い 。  

３  転 換 の 場 合 、瀬 戸 内 海 に 生 活 排 水 が 排 出 さ れ る 地 域 に お い て は 、循 環 型 社

会 形 成 推 進 交 付 金 交 付 取 扱 要 領（ 以 下「 要 領 」と い う 。）中「 窒 素 又 は 燐 除

去 能 力 を 有 す る 高 度 処 理 型 の 浄 化 槽 」 の 区 分 の 基 準 額 を 適 用 す る 。 た だ し 、

前 段 に 該 当 し な い 地 域（ 阿 東 地 域 ）に お い て は 、要 領 中「 浄 化 槽 」の 区 分 の

基 準 額 に 人 槽 に 応 じ た 額 を 加 算 し て「 窒 素 又 は 燐 除 去 能 力 を 有 す る 高 度 処 理

型 の 浄 化 槽 」 の 区 分 の 基 準 額 と 同 額 を 補 助 す る 。  

４  転 換 に よ り 設 置 さ れ る 浄 化 槽 が 第 ２ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 該 当 し な い 場 合 は 、

要 領 中 「 浄 化 槽 」 の 区 分 の 基 準 額 を 適 用 す る 。  

５  新 築 及 び 改 築 等 は 、 要 領 中 「 浄 化 槽 」 の 区 分 の 基 準 額 を 適 用 す る 。  

 


